
資 料 １ 

個人情報保護政策に関する懇談会開催要綱（案） 

１ 開催趣旨 

 個人情報の保護及びその利活用のバランスの在り方は国民各層にとって重要

な課題であり、その重要性は以前にも増して高まっている。そのようなバラン

スの在り方を考え、時代に即した個人情報保護制度の運用や見直し等を行うに

当たっては、委員会として、デジタル社会の進展やＡＩの急速な普及を始めと

した技術革新、技術の社会実装に関する動向、国内外における個人情報の保

護・利活用に関する動向等について的確に把握していく必要がある。

 このため、広く各界の有識者やステークホルダーと透明性のある形で継続的

に意見を交換し、併せて個人情報保護政策に関し相互理解を促進することによ

り、実情に即した、より包括的なテーマや個人情報保護政策全般についての検

討に資する。 

２ 会員 

（１）懇談会は、別紙のメンバーをもって構成する。

（２）会員の任期は２年とする。ただし、途中交代の会員の任期は、前任者

の残任期間とする。

（３）会員は、再任されることができる。

３ 会長 

（１）懇談会に、会長を置く。

（２）会長は、会務を総理する。

（３）会長に事故があるときは、あらかじめその指名する会員が、その職務

を代理する。

４ 議事 

（１）会長は、懇談会を招集し、主宰する。

（２）会長が必要と認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができ

る。

（３）懇談会は、原則として非公開とし、懇談会終了後に配付資料を公表す

る。

（４）懇談会終了後、議事録を作成し、公開する。

５ その他 

（１）懇談会の庶務は、個人情報保護委員会事務局総務課において処理す

る。

（２）本要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が定め

る。
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